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0.ポータルサイトの基本操作
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0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録

0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録

② すべての項目を入力し、「送信」を押下します。

JNTO賛助団体・会員ではない団体の新規登録方法となります。
JNTO賛助団体・会員ではない団体でアカウントをお持ちの方は7ページ目、
JNTO賛助団体・会員のログイン方法は9ページ目をご確認ください。

① 「 https://jnto-members.my.site.com/SiteloginChiiki 」の
ログイン画面下部 「JNTO賛助団体・会員ではない方で初めての方はこちら」を押下します。
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④ 入力したアドレスに届くメールに記載のURLより、以下の画面に遷移、各項目を入力して「送信」を
押下します。

「団体・企業名」「担当者名」「ユーザー名(メールアドレス形式)」
「メール」には、新規ユーザ登録依頼時の情報が自動で入力されます

⑤ 入力したメールアドレスに仮パスワードが送信されます。仮パスワードを使って応募ページ
「https://jnto-members.my.site.com/SiteloginChiiki」へログインしてください。

0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録

0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録
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⑥ ログイン後、パスワードの変更画面となりますので、新たにパスワードを設定してください。

パスワードの変更を押下すると
観光コンテンツ応募ページが
表示されます。

0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録

0.1. JNTO賛助団体・会員ではない団体情報の新規登録
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0.2 . JNTO賛助団体・会員ではない団体のログイン

0.2. JNTO賛助団体・会員ではない団体のログイン

① 「 https://jnto-members.my.site.com/SiteloginChiiki 」よりユーザ名とパスワードを入力し、
「ログイン」を押下します。

ログイン後、観光コンテンツ応募
ページが表示されます。
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※ JNTO賛助団体・会員ではない団体のパスワードリセット

※ JNTO賛助団体・会員ではない団体のパスワードリセット

② 「ユーザー名」（メールアドレス形式）を入力して「送信」を押下します。

③ 登録メールアドレスに受信したメールを開き、記載されている手順に従って、パスワードの再設定を
行ってください。

パスワードが分からない場合、パスワードリセットが可能です。

① 「 https://jnto-members.my.site.com/SiteloginChiiki 」のログイン画面下部「パスワードを忘
れた場合はこちら」を押下します。
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0.3  JNTO賛助団体・会員のログイン

0.3  JNTO賛助団体・会員のログイン

① 「 https://jnto-members.my.site.com/ 」より「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、「ログイン」を押下
します。

ログインすると
マイページが表示されます。

https://jnto-members.my.site.com/
https://jnto-members.my.site.com/
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① 「 https://jnto-members.my.site.com/ 」 のログイン画面下部「パスワードを忘れた場合はこちら」
を押下します。

※ JNTO賛助団体・会員のパスワードリセット

※ JNTO賛助団体・会員のパスワードリセット

② 「ユーザー名」（メールアドレス形式）を入力して「送信」ボタンを押下します。

パスワードが分からない場合、パスワードリセットが可能です。

③ 登録メールアドレスに受信したメールを開き、記載されている手順に従って、パスワードの再設定を
行ってください。

https://jnto-members.my.site.com/
https://jnto-members.my.site.com/
https://jnto-members.my.site.com/
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11 「取扱注意」

1.観光コンテンツ収集（EJ）画面構成
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1.1 . 画面構成

1.1 画面構成 ※賛助団体・会員ではない場合、
「観光コンテンツ収集（EJ)」のみ表示となります

ログインユーザに
紐付く団体・企業名

ログアウトボタン「観光コンテンツ収集（EJ）」を押下
すると本画面となります。

各リンクを押下すると、
PDF・Excelファイルがダウンロードされます。

タイトルを押下すると、一覧が表示されます。
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2.新規コンテンツ応募方法
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2.1. Experiences in Japan（EJ） 応募方法

2.1 Experiences in Japan（EJ） 応募方法

② 「Experiences in Japan（EJ）応募はこちら」を押下します。

① 「新規コンテンツ応募」を押下して、メニューバーを開きます。
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2.1 Experiences in Japan（EJ） 応募方法

③ 各項目を入力し、「確認画面へ」を押下します。

2.1. Experiences in Japan（EJ） 応募方法

「ファイルを選択」より、画像をアップロード後、
「ファイル登録」を押下します。
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⑤ 確認ダイアログの「OK」を押下します。

2.1 Experiences in Japan（EJ） 応募方法

登録成功

④ 変更内容に問題がなければ「登録」を押下します。
※編集画面へ戻りたい場合は「戻る」を押下します。

2.1. Experiences in Japan（EJ） 応募方法
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※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合

① 「EJ/JLT過去コンテンツ一覧」を押下して、メニューバーを開きます。

② 引用したい過去のEJコンテンツの右側の「詳細」を押下します。

※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合
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③ コンテンツの詳細画面上部の「過去情報を引用して応募」を押下します。

④ 過去コンテンツより内容が変更となる項目（一部編集不可）を修正し、「確認画面へ」を押下します。

※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合

※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合

「ファイルを選択」より、画像をアップロード後、
「ファイル登録」を押下します。
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⑤ 変更内容に問題がなければ「登録」を押下します。
※編集画面へ戻りたい場合は「戻る」を押下します。

⑥ 確認ダイアログの「OK」ボタンを押下します。

登録成功

※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合

※ 過去コンテンツを他言語にて応募する場合
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3.受付・審査中コンテンツ一覧
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3.1 受付・審査中コンテンツ一覧

3.1 受付・審査中コンテンツ一覧

① メニューバーの「受付・審査中コンテンツ一覧」を押下して、メニューバーを開きます。

② 各コンテンツの右側の「詳細」を押下すると、応募されたコンテンツの詳細が確認できます。

応募したコンテンツが一覧で確認できます。

戻るボタンを押下すると、
観光コンテンツ収集（EJ）画面へ
戻ることができます。

こちらより応募時に提出いただいた画像を確認で
きます。
※画像名は応募時自動で割り振られる応募IDへ
変換されています。
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3.2 受付中コンテンツの編集方法

3.2. 受付中コンテンツの編集方法

① 「受付・審査中コンテンツ一覧」を押下して、メニューバーを開きます。

② ステータスが「受付中」のコンテンツの右側の「詳細」を押下します。
※ステータスが「審査中」のコンテンツは編集できません。
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3.2 受付中コンテンツの編集方法

3.2 受付中コンテンツの編集方法

③ コンテンツの詳細画面上部の「編集」を押下します。

④ 任意の項目を修正し、「確認画面へ」を押下します。
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3.2 受付中コンテンツの編集方法

3.2 受付中コンテンツの編集方法

⑤ 変更内容に問題がなければ「登録」を押下します。
※編集画面に戻りたい場合は「戻る」を押下します。

⑥ 確認ダイアログの「OK」ボタンを押下します。

登録成功



25 「取扱注意」

4.応募団体情報
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4.応募団体情報

4.応募団体情報

① 「応募団体情報」を押下して、メニューバーを開きます。

担当者情報を新規追加する場合は
「コンテンツ担当者情報の新規登録はこちら」を押下→②へ。

② 各項目を入力し、「保存」を押下します。
※本事業の担当者・連絡先の変更のみとなります。ページログイン時のユーザー名・パスワードは
変更されません。

担当者情報が確認できます。
・賛助団体・会員の場合：JNTO窓口担当者/地域室窓口の情報が表示
・賛助団体・会員ではない場合：地域室窓口、または新規ユーザ登録で入力した情報が表示

「担当欄」は事務局からの連絡先となります。
デフォルトでは「EJ/JLT」が入っております。
変更する場合、右側の「変更」を押下→②へ。
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5.お問い合わせ
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5.お問い合わせ

5.お問い合わせ

お問い合わせから観光コンテンツ収集・発信事業事務局へ連絡が可能です。

② 問い合わせ内容を記載後、送信を押下します。

ファイルを送信したい場合は、
「ファイルを選択」を押下し、
アップロード してください。

① 「お問合せ」を押下して、メニューバーを開きます。
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